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国
で
は
毎
年
６
月
23
日
か
ら
６
月
29
日

ま
で
の
１
週
間
を「
男
女
共
同
参
画
週
間
」

と
定
め
て
い
ま
す
。
今
年
度
の
「
男
女
共

同
参
画
週
間
」
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、

「
チ
ャ
ン
ス
を
分
か
ち
、
未
来
を
拓
こ
う
」

で
す
。

　

男
性
と
女
性
が
、
職
場
で
、
学
校
で
、

地
域
で
、
家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と

能
力
を
発
揮
で
き
る
「
男
女
共
同
参
画
社

会
」。
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、
国
や
県
、

町
だ
け
で
な
く
、
町
民
の
皆
さ
ん
一
人
一

人
の
取
り
組
み
も
必
要
で
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
に
そ
の
取
り
組
み
の
輪

を
広
げ
て
も
ら
う
た
め
、
男
性
と
女
性
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
自
立
し
た
一
人
の
人
間
と
し

て
、
互
い
の
個
性
を
認
め
合
い
、「
男
だ

か
ら
」「
女
だ
か
ら
」
と
い
う
固
定
的
な

考
え
方
に
と
ら
わ
れ
ず
、
お
互
い
に
社
会

の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
認
め
合
う
意
識
を

持
ち
、「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
の
実
現

に
向
け
て
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
歩
み
を

進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
町
民
一
人
一
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
男
女
が
対
等
に

あ
ら
ゆ
る
場
に
共
に
参
画
で
き
、
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
を
目
指
し

ま
し
ょ
う
。

問 

総
務
課　

男
女
共
同
参
画
推
進
係　

☎（
２
３
２
）２
１
１
１

　

町
で
は
、
介
護
や
健
康
・
医
療
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
面
か
ら
、
地
域
で
暮
ら
す
高
齢

者
の
皆
さ
ん
を
支
え
る
た
め
の
拠
点
と
し

て
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
介
護
保

険
課
内
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
保
健
師
、

社
会
福
祉
士
、
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

な
ど
の
専
門
職
が
、
チ
ー
ム
と
な
っ
て
高

齢
者
の
皆
さ
ん
を
総
合
的
に
支
援
し
ま
す
。

主
な
事
業

❶
介
護
予
防
事
業

　

寝
た
き
り
に
な
ら
な
い
よ
う
に
健
康
づ

く
り
や
介
護
予
防
に
つ
い
て
の
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。

❷
包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

事
業

　

地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
へ
の
指

導
・
支
援
や
、
医
療
機
関
な
ど
の
関
係
機

関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

❸
虐
待
防
止
・
権
利
擁
護
事
業

　

高
齢
者
虐
待
の
早
期
発
見
、
訪
問
販
売

や
悪
質
な
詐
欺
商
法
被
害
の
未
然
防
止
な

ど
に
努
め
て
い
ま
す
。

❹
総
合
相
談
事
業

　

高
齢
者
の
相
談
や
悩
み
に
答
え
ま
す
。

　　

そ
の
他
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
や
要
支
援
者
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
健
康
づ

く
り
の
た
め
の
介
護
予
防
生
き
が
い
・
運

動
教
室
通
所
事
業
、
見
守
り
を
兼
ね
て
食

事
の
配
達
を
行
う
配
食
見
守
り
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
業
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す（
利

用
要
件
が
あ
り
ま
す
）。

介
護
保
険
課
内
に
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
各
専
門
職
が
高
齢
者
の

皆
さ
ん
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

介
護
や
健
康
・
医
療
な
ど
高
齢
者
の
暮
ら
し
を
支
え
る

問 

介
護
保
険
課　

介
護
予
防
係
内　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎（
２
３
２
）２
３
６
６

介護

国
保
税
の
納
付
書
を
送
付
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）に
加
入
し
て
い

る
人
ご
と
に
算
定
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
合

計
が
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
制
度
上
、

世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、

世
帯
の
中
に
国
保
加
入
者
が
い
れ
ば
国
保

税
は
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご

了
承
く
だ
さ
い
。 

　

ま
た
、
世
帯
の
中
で
社
会
保
険
に
加

入
・
脱
退
な
ど
が
あ
っ
た
と
き
は
、
国
保

税
が
変
更
に
な
り
ま
す
。
加
入
・
脱
退
か

ら
14
日
以
内
に
健
康
・
保
険
課
ま
た
は
武

蔵
ヶ
丘
支
所
に
届
け
て
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
の
納
付
書
を
送
付
し
ま
す

　

町
県
民
税
は
、
平
成
23
年
１
月
１
日
現

在
、
本
町
に
住
所
を
有
す
る
人
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
平
成
23
年
１
月
２
日
以

降
、
本
町
に
転
入
し
た
人
は
、
平
成
23
年

１
月
１
日
に
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
か
ら

住
民
税
の
納
付
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

　

な
お
、
会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
る
人
で
、

町
県
民
税
が
会
社
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
人

は
、
会
社
か
ら
通
知
書
が
渡
さ
れ
ま
す
。

平
成
23
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）と
住
民
税（
町
県
民
税
）の
納
税
通

知
書（
納
付
書
）を
対
象
者
に
６
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。
納
付
書
が
届
い
た
ら
納

期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

税
務
課
か
ら
６
月
上
旬
に

問 

税
務
課　

住
民
税
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
１

税

男
女
共
同
参
画
週
間
６
月
23
日（
木
）〜
６
月
29
日（
水
）

チ
ャ
ン
ス
を
分
か
ち
、
未
来
を
拓
こ
う

男女

菊
陽
町
消
防
団
員
を
紹
介
し
ま
す

地
域
を
守
る
消
防
団

問 

総
務
課　

交
通
防
災
係　

☎（
２
３
２
）２
１
１
１

消防

平成23年度から国保税の
課税限度額が変わります
　国民健康保険税の負担の均衡を保
つため、国民健康保険税の課税限度
額が下表のとおりとなります。税率
も上がり、納税者にはご負担をおか
けしますが、よろしくお願います。

　平成23年度（平成22年中の所得）
分の所得証明書・課税証明書などの
各種証明を６月から発行します。

改正前→改正後
❶医療分

❷後期高齢者支援金分

❸介護分

50万円→51万円

13万円→14万円

10万円→12万円

所得証明書・課税証明書を発行します

▲いきいき健康教室（ふれあいの森研修センター）

副分団長
東矢　浩伸

分団長
塚脇　康晴

第３分団（津久礼）

副団長
大野　慶一郎

副団長
有村　英敏

団　長
吉岡　静也

副分団長
大久保　学

分団長
古閑　智治

第４分団（原水西）

副分団長
齊藤　大典

分団長
坂本　亮太

第５分団（原水東）

副分団長
福間　博信

分団長
大塚　敏

第１分団（白水）

副分団長
島川　貴文

分団長
関　晴夫

第２分団（久保田）

❶医療分…病気やケガをしたときの医療
の財源となる保険税❷後期高齢者支援金
分…後期高齢者医療制度に対する支援金
を負担するために納めていただく保険税
❸介護分…介護サービスの財源となる保
険税で、40歳から64歳までの国保加入
者が対象

ひ
ら

ひ
ら

　

今
年
は
総
勢
４
０
５
人
の
新
体
制
が
発
足
し
、
団
長
に

吉
岡
静
也
さ
ん
、
副
団
長
に
有
村
英
敏
さ
ん
が
再
任
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
副
団
長
が
２
人
体
制
と
な
り
、
大
野
慶

一
郎
さ
ん
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
第
１
分
団
か
ら
第
５
分

団
の
分
団
長
と
副
分
団
長
は
次
の
と
お
り
で
す（
敬
称
略
）。


